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日野町告示第32号 

 令和７年第５回日野町議会定例会を次のとおり招集する。 

   令和７年８月29日 

日野町長 﨏 田 淳 一 

１．期 日  令和７年９月５日 

２．場 所  日野町議会議場 

─────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

小 林 良 泰              小 河 久 人 

坪 倉   敏              中 山 法 貴 

梅 林 智 子              金 川 守 仁 

松 本 利 秋              安 達 幸 博 

竹 永 明 文              中 原 信 男 

       ─────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

        な し 

       ─────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────── 

第５回 日 野 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

令和７年９月５日（金曜日） 

──────────────────────────────────────────── 

議事日程 

令和７年９月５日 午前10時開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

（３）令和６年度日野町財政健全化判断比率について（町長） 

日程第４ 議案第47号 日野町議会議員及び日野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部改正について（町長） 

日程第５ 議案第48号 日野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第６ 議案第49号 日野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第７ 議案第50号 日野町消防団条例の一部改正について（町長） 

日程第８ 議案第51号 日野町の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部改正について（町長） 

日程第９ 議案第52号 日野町世帯向住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第10 議案第53号 日野町営住宅等売却条例の一部改正について（町長） 

日程第11 議案第54号 令和７年度日野町一般会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第12 議案第55号 令和７年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第13 議案第56号 令和７年度日野町介護保険特別会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第14 議案第57号 令和７年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号）

（町長） 

日程第15 議案第58号 令和７年度日野町簡易水道事業会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第16 議案第59号 令和７年度日野町下水道事業会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第17 議案第60号 令和６年度日野町一般会計歳入歳出決算認定について（町長） 
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日程第18 議案第61号 令和６年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

（町長） 

日程第19 議案第62号 令和６年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第20 議案第63号 令和６年度日野町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定について

（町長） 

日程第21 議案第64号 令和６年度日野町簡易水道事業会計決算認定について（町長） 

日程第22 議案第65号 令和６年度日野町下水道事業会計決算認定について（町長） 

       ─────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

（３）令和６年度日野町財政健全化判断比率について（町長） 

日程第４ 議案第47号 日野町議会議員及び日野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部改正について（町長） 

日程第５ 議案第48号 日野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第６ 議案第49号 日野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第７ 議案第50号 日野町消防団条例の一部改正について（町長） 

日程第８ 議案第51号 日野町の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部改正について（町長） 

日程第９ 議案第52号 日野町世帯向住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第10 議案第53号 日野町営住宅等売却条例の一部改正について（町長） 

日程第11 議案第54号 令和７年度日野町一般会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第12 議案第55号 令和７年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第13 議案第56号 令和７年度日野町介護保険特別会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第14 議案第57号 令和７年度日野町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号）

（町長） 
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日程第15 議案第58号 令和７年度日野町簡易水道事業会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第16 議案第59号 令和７年度日野町下水道事業会計補正予算（第１号）（町長） 

日程第17 議案第60号 令和６年度日野町一般会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第18 議案第61号 令和６年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

（町長） 

日程第19 議案第62号 令和６年度日野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について（町長） 

日程第20 議案第63号 令和６年度日野町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定について

（町長） 

日程第21 議案第64号 令和６年度日野町簡易水道事業会計決算認定について（町長） 

日程第22 議案第65号 令和６年度日野町下水道事業会計決算認定について（町長） 

       ─────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 小 林 良 泰        ２番 小 河 久 人 

３番 坪 倉   敏        ４番 中 山 法 貴 

５番 梅 林 智 子        ６番 金 川 守 仁 

７番 松 本 利 秋        ８番 安 達 幸 博 

９番 竹 永 明 文        10番 中 原 信 男 

       ─────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ────────── 中 田 早 文  書記 ────────── 小 川 由美子 

書記 ────────── 伊 田 達 彦 

       ─────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ────────── 﨏 田 淳 一  副町長 ───────── 音 田   守 

教育長 ───────── 安 達 才 智  総務課長 ──────── 景 山 政 之 

住民課長兼会計管理者 ── 荒 木 憲 男  企画政策課長 ────── 神 崎   猛 
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健康福祉課長 ────── 住 田 秀 樹  産業振興課長 ────── 杉 原 昭 二 

建設水道課長 ────── 音 田 雄一郎  教育課長 ──────── 三 好 達 也 

代表監査委員 ────── 谷 口   勇 

─────────────────────────────── 

午前１０時００分開会 

○議長（中原 信男君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人であり、定足数に

達していますので、これより令和７年第５回日野町議会定例会を開会いたします。 

 本日は、谷口勇代表監査委員に説明員として出席いただいております。 

 なお、中海テレビのテレビカメラによる撮影を許可しております。 

 それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました日程のとおりであります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中原 信男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、８番、安達幸博議員、９

番、竹永明文議員の２名を指名いたします。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（中原 信男君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日から９月２６日

までの２２日間にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から９月２６日

までの２２日間と決定いたしました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（中原 信男君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 最初に、陳情の付託報告を行います。 

 陳情第５号及び陳情第６号の鳥取西部風力発電事業に関する陳情２件を再生可能エネルギー調

査特別委員会に付託いたしました。 
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 また、本町の監査委員から、地方自治法第２３５条の２の規定による例月出納検査の結果につ

いて報告がありました。別紙写しを配付し、報告といたします。 

 次に、第４回定例会以後の議会関係の報告をいたします。 

 ６月１７日、７月２日、８日、１５日、２２日、２８日、議会だより１４４号発行のため、議

会広報常任委員会を開催しました。 

 ７月４日、再生可能エネルギー調査特別委員会で小水力発電に関する勉強会を開催しました。 

 同日、議会地方創生戦略特別委員会を開催しております。 

 ７月６日、海鮮・山鮮まげなもん祭が開催され、議長が出席しました。 

 同日、鳥取県消防ポンプ操法大会が開催され、副議長及び議員が出席しております。 

 ７月９日、庄原市で開催された地域高規格道路江府三次線建設促進期成会総会に議長、副議長

が出席しました。 

 ７月１１日、鳥取県町村議会議長会定期総会が開催され、議長が出席しました。 

 ７月１６日、西部町村議会正副議長、局長合同研修が日野町で行われ、議長、副議長が参加し

ました。 

 ７月１８日、日野病院組合議会臨時会が開催され、議長ほか関係議員が出席いたしました。 

 ７月２５日、鳥取県町村議会広報研修会が三朝町で開催され、議会広報常任委員が参加いたし

ました。 

 同日、反核平和の火リレーが行われ、議長が出席しました。 

 ８月４日、鳥取県町村議会女性議員研修会が三朝町で開催され、梅林議員が参加いたしました。 

 ８月８日、総務経済常任委員会で農業委員会との意見交換を行いました。 

 ８月１５日、日野町二十歳の集いが町文化センターで開催され、議長ほか議員が出席しており

ます。 

 ８月１８日、西部町村議会議長会主催の自治功労者表彰並びに議員研修会が伯耆町で開催され、

議長ほか議員が出席いたしました。 

 ８月２０日、議会だより１４４号を発行しました。 

 ８月２１日、２９日、全員協議会を開催しました。 

 ８月２２日、西部広域行政管理組合議会臨時会が開催され、議長が出席いたしました。 

 ８月２８日、日野病院組合議会定例会が開催され、議長ほか関係議員が出席しました。 

 ８月２９日、本定例会開催のため、議会運営委員会を開催しております。 

 同日、日野町江府町日南町衛生施設組合議会定例会が開催され、関係議員が出席しました。 
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 ８月３１日、西部広域消防圏連合演習が行われ、議長ほか議員が出席しました。以上でありま

す。 

 続いて、一般行政報告を﨏田町長が行います。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 令和７年第４回議会定例会以降の一般行政報告をいたします。 

 まず初めに、６月１８日に、役場大会議室においてＭ＆Ｃ鳥取水力発電株式会社と日野町との

間で包括的連携に関する協定の調印式を行いましたので、その概要を御報告いたします。 

 Ｍ＆Ｃ鳥取水力発電株式会社は、県内の県営４水力発電所の再整備及び運営を担っておられ、

日野町では福長にあります日野川第一発電所の再整備、運営を行っておられます。 

 このたび締結した包括連携協定においては、水力発電事業を通じて地域と共に発展することを

目的とし、観光振興に関すること、環境教育及び人材育成に関すること、産業振興及び地域資源

の活用に関すること、その他地域の活性化及び地域住民サービスの向上に関することなどの分野

において連携を図り、推進していくこととしており、地域に根差した連携体制が築けることを期

待してるところでございます。 

 次に、７月３日には、江府町役場において、風力発電事業について、事業者である日本風力エ

ネルギーによる関係町長向けの説明会がありましたので、その概要を報告いたします。 

 説明では、南部町での風車の設置は取りやめたこと、風車が当初予定より巨大な１９６メート

ルのものが予定されてること、風車は２２か所設置されること、風車の大まかな位置などの説明

がございました。説明を聞いての感想でございますが、巨大な風車が急峻な山の上に建つことへ

の不安など、自然環境や住民生活への影響を与えることへの懸念は深まりこそすれ、払拭できな

いと感じたところでございます。 

 ７月６日には、第７１回鳥取県消防ポンプ操法大会が鳥取市、鳥取港西浜地区埠頭用地を会場

に開催されました。この大会は、東、中、西部地区から勝ち上がった県内市町村の消防団が出場

する大会で、日野町消防団からは、西部大会において小型ポンプの部で優勝した第１分団が出場

されました。猛暑の中、出場されたどの消防団もハイレベルな操法を繰り広げられ、大会の結果、

日野町消防団は５位入賞となられました。西部大会から県大会まで、技能向上のため、仕事を終

えられた後、遅くまで訓練を重ねられたと聞いております。このような努力の積み重ねが発災時

の速やかな消火活動を支えているのだと、改めて感謝と敬意を表したいと思います。 

 同日、金持テラスひのにおいては、日野町、境港市交流事業、海鮮・山鮮夏のまげなもん祭を

開催したところでございます。オープンセレモニーには境港市の木村副市長様、日野町議会から
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は中原議長、そして、特定非営利活動法人未来守りネットワーク、奥森理事長の御臨席を賜り、

御挨拶をいただきました。日野町からは取れたてのスイートコーンをはじめとする新鮮な野菜や

山菜おこわなどの町の特産品、境港市からは直送の海産物が即売されたところでございます。ま

た、日野高校郷土芸能部の皆さんによる荒神神楽の披露、同じく日野高生による日野高ショップ

の出店など、日野高校の皆さんに多くの御協力をいただき、屋外にはキッチンカーも多く出店さ

れ、大いににぎわったイベントとなったところでございます。 

 ７月９日には、広島県庄原市において令和７年度高規格道路江府三次線建設促進期成会総会が

開催され、中原議長、松本副議長と共に出席しましたので、その概要を御報告いたします。 

 議案としましては、令和６年度事業報告及び収支決算、令和７年度運動方針及び負担金の決定、

収支予算及び規約改正の５議案が原案のとおり承認され、全線の早期完成に向けて、国及び鳥取、

広島両県に整備促進を要請する旨の承認決議がなされました。本町に関係する箇所では、江府町

武庫から日野町下菅の約９キロの区間につきまして、令和５年度から概略ルート及び事業効果等

の調査が進められており、事業化に向けて県が国と協議を重ねられているところでございます。 

 ７月１８日には、令和７年第２回日野病院組合議会臨時会が招集されましたので、その概要を

御報告いたします。 

 議案といたしましては、専決処分の承認を求めることについて１件、日野病院職員の旅費に関

する条例の全部改正等、条例改正３件、日野病院組合監査委員の選任についての計５議案が提案

され、原案のとおり可決されました。監査委員につきましては、江府町議会選出の三好晋也議員

が選任されたところでございます。 

 ７月２２日には、倉吉市において令和７年度鳥取県国民健康保険団体連合会通常総会が開催さ

れ、出席しましたので、その概要を御報告いたします。 

 議案といたしましては、令和６年度事業報告及び決算、令和７年度一般会計及び特別会計補正

予算など１０議案が提案され、原案のとおり承認されました。急速な高齢化の進展や医療費の増

加など、国保の運営は多くの課題に直面しておりますが、町民皆様が健康で安心して暮らせるよ

う、国民健康保険団体連合会との連携を強化してまいりたいと思っているところでございます。 

 ７月２６日には、滝山公園において滝山星空ナイトを開催いたしました。今回のイベントは、

今月末放送開始のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」で注目されている小泉八雲ゆかりの地とし

て、夕方に滝山神社と龍王滝のガイドツアー、旧黒坂小学校リノベーションＬａｂでの軽食のお

もてなしを行った後、夜には滝山公園駐車場にて毎年恒例の星空観望会を開催したところでござ

います。当日は天候に恵まれ、町内外より参加をいただいた１６名の方に美しい星空を観察して
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いただいたほか、八雲の怪談の世界を体感いただき、滝山公園の魅力をＰＲできたと考えており

ます。 

 ８月１５日には、令和７年度日野町二十歳の集いを町文化センターで開催いたしました。今年

度二十歳を迎えられる皆さんは２１名で、当日は１４名の出席がございました。議員の皆様をは

じめ、多くの来賓の皆様の御臨席を賜り、挙行することができたところでございます。今年度は

日野中学校時代に担任をされた恩師の先生にお越しいただき、激励の言葉をいただいたり、中学

生当時の懐かしい写真の放映もございました。二十歳となられた皆様を代表して、２人の方が成

人としての決意と感謝の言葉を述べられたところでございます。参加者それぞれが希望を胸に、

大人としての自覚と責任を持って、今後、社会に貢献されていることを期待するところでござい

ます。 

 ８月２２日には、令和７年８月鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会が招集されましたので、

その概要を報告いたします。 

 議案としましては、令和６年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計補正予算（補正第５回）

の専決処分、鳥取県西部広域行政管理組合等の旅費に関する条例の制定について、鳥取県西部広

域行政管理組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

工事請負契約の締結について及び財産の取得についての２件、合計６議案が提案されたところで

ございます。補正予算につきましては退職手当の増額等、旅費条例は読替え等を準用している米

子市の条例の改正に伴い所要の改正、特殊勤務手当に関する条例は大規模災害などの際に相応の

手当を支給するため等の改正を行ったもの、工事請負契約はエコスラグセンターの解体、また、

財産の取得はポンプ自動車及び救助工作車の取得について議決を求めたもので、いずれも原案の

とおり可決されたところでございます。 

 ８月２８日には、令和７年第３回日野病院組合議会定例会が招集されましたので、その概要を

御報告いたします。 

 議案としましては、令和６年度日野病院組合事業会計等の決算の認定３件、日野病院組合病院

事業会計補正予算が提案され、いずれも原案のとおり認定、可決されました。令和６年度日野病

院組合各事業の決算につきましては、４，８４６万円の黒字となったところでございます。これ

に伴い、病院事業、在宅介護支援事業及び診療所事業の累積剰余金は１０億６，２０２万円とな

っております。病院事業の医業収益は、入院収益につきましては、診療単価が減少したものの、

患者数の増加により増収となった一方、外来収益は、新型コロナウイルス感染症が終息するに伴

い患者数、診療単価とも減となり、減収となったところでございます。補正予算は、鳥取県医療
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施設等設備整備費補助金を活用した、超音波を用いて体内の病変を調べる超音波診断装置などを

購入する器械備品購入費など、４，６７５万６，０００円が提案されました。 

 また、議案以外での報告では、黒坂診療所２０周年記念事業を令和７年９月２５日木曜日に黒

坂診療所にて開催するとの報告がされたところでございます。その９月２５日当日は、孝田雅彦

病院長の「２０年先も元気でいるために～嗜好品とサプリの賢い選び方～」と題した講演や、お

しゃべりカフェ、フットケアなど実施される予定となっておりますので、多くの皆様に参加いた

だければと思っております。 

 ８月２９日には、令和７年第３回日野町江府町日南町衛生施設組合議会定例会が招集されまし

たので、その概要を御報告いたします。 

 議案といたしましては、施設組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例など３条例の一部

改正、令和６年度決算認定、令和７年度補正予算（第２号）、監査委員の選定の６議案が提案され、

原案のとおり可決及び承認されたところでございます。令和６年度の決算につきましては、歳入

総額１億７，０６６万５，０００円、歳出総額１億５，４３５万６，０００円で、その内容は適

正に処理されており、認定されたところでございます。令和７年度補正予算（第２号）は、歳入

歳出それぞれ１，１３０万９，０００円を追加し、総額を２億１，７６８万３，０００円とする

もので、歳出の主なものは、施設組合職員の人事異動による給料等の減額及び事務局移転費用の

増減のほか、前年度からの繰越金を予備費に１，２０９万９，０００円を追加するもので、財源

は繰越金１，１３０万９，０００円をもって充てるものでございます。 

 ８月３１日には、鳥取県西部消防協会主催で、令和７年度西部広域消防圏連合演習が根雨地区

で行われました。これは、鳥取県西部広域消防協定に基づき、大規模火災等の有事の際に西部町

村の消防団に応援要請を行い、連携して消防活動を行うもので、毎年各町村が持ち回りで開催し

ており、今年度は日野町が当番町として実施したところでございます。当日は、残暑の中ではご

ざいましたが、鳥取県西部広域行政管理組合消防局、江府消防署及び黒坂警察署の協力の下、発

生した火災が強風により数か所に延焼したとの想定で、西部７町村が協力して消火活動の訓練を

実施いたしました。改めて日頃からの消防団活動に感謝申し上げますとともに、大規模火災など

への備えを確認できるよい機会になったと思っております。 

 最後に、８月３１日に、文化センター開館３０周年記念事業として、ＢＬＡＣＫ ＢＯＴＴＯ

Ｍ ＢＲＡＳＳ ＢＡＮＤ ｉｎひのが文化センター・ホール森の音楽隊で開催されました。日

野町にゆかりのあるプロドラマー横田誓哉さんが所属してる、日本を代表するニューオリンズブ

ラスバンドの演奏が間近で見られるとあって、会場は超満員となったところでございます。すば
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らしい演奏はもちろんのこと、会場と一体となった楽しいトークなども織り交ぜながら、会場を

盛り上げてくださいました。アンコールでは、地元のコーラスグループアザレアの皆さんや日野

学園吹奏楽部の皆さんもステージに上がり、３０周年記念にふさわしい、とても楽しく温かみの

あるコンサートとなったと考えております。 

 以上が一般行政報告でございます。 

○議長（中原 信男君） 続いて、令和６年度日野町財政健全化判断比率について報告を受けます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 財政健全化判断比率について御報告申し上げます。 

 お手元に配付しております令和６年度日野町財政健全化判断比率についてを御覧いただきたい

と思います。この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づ

き報告するものでございます。令和６年度の決算におきましても、実質公債費比率をはじめとす

る財政健全化判断比率の４指標について、健全であることを示す値となりました。今後もこれら

の財政指標に気を配りながら、健全な事業計画、財政運営を進めてまいりたいと存じます。 

 審査の内容につきましては総務課長から報告させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） それでは、令和６年度日野町財政健全化判断比率について御報告い

たします。お手元の令和６年度日野町財政健全化判断比率についての下段の表、財政健全化判断

比率の状況を御覧いただきたいと思います。この表は、財政判断４指標について、早期健全化基

準と令和６年度決算における健全化判断比率を対比して表しているものでございます。 

 ４指標のうち実質赤字比率、連結実質赤字比率については、早期健全化基準、それぞれ１５％、

２０％に対しまして、いずれも実質収支が黒字となっておりますので、マイナスの率となり、表

示なしとしております。 

 次の実質公債費比率は、早期健全化基準である２５％、起債の許可基準である１８％をいずれ

も下回り、単年度で９．８％、令和４年度から令和６年度までの３か年平均では９．５％となり

ました。これは、昨年度の８．４％から１．１％の増の値となっております。 

 次に、将来負担比率でありますが、地方債残高や退職手当負担見込額などの将来負担額に対し、

基金などの充当可能財源が上回っており、判断比率としては表示なしとなっております。 

 以上、４つの指標について、いずれもが健全な財政水準であることを示すものでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 以上で諸般の報告を終わります。 
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─────────────・───・───────────── 

  日程第４ 議案第４７号 から 日程第１６ 議案第５９号 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第４、議案第４７号、日野町議会議員及び日野町長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてから、日程第１６、議案第５９号、

令和７年度日野町下水道事業会計補正予算（第１号）までを一括議題といたしたいと思います。 

 一括議題とすることに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議がないようですので、一括議題とし、順次説明を求めます。 

 最初に、日程第４、議案第４７号、日野町議会議員及び日野町長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第４７号、日野町議会議員及び日野町長の

選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、公職選挙法施行令の一部改正に基づき、所要の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第４７号、日野町議会議員及び日野町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部改正について御説明いたします。２ページ、条例の改正が必要

な理由と概要を御覧ください。これは、公職選挙法施行令の一部改正に基づき、所要の改正を行

うものでございます。 

 改正内容といたしましては、選挙運動に係る公費負担を改正するもので、１点目は、選挙運動

用ビラについて６５銭引き上げて、１枚当たり７円７３銭を８円３８銭に、２点目は、選挙運動

用ポスターについて１００円引き上げて、１枚当たり１，２００円を１，３００円とするもので

ございます。 

 なお、公布の日から施行することといたしております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第５、議案第４８号、日野町職員の育児休業等に関する条例

の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 
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○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第４８号、日野町職員の育児休業等に関す

る条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、地方公務員法の育児休業等に関する法律の一部改正に基づき、所要の改正を行うもの

でございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第４８号、日野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついて御説明いたします。２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。これは、

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に基づき、所要の改正を行うものです。 

 改正内容といたしましては、部分休業の取得パターンの多様化に対応するもので、現行制度上、

１日に２時間の範囲内で取得できることとしておりますが、新たに、１年に１０日相当時間数の

範囲内で１日当たりの上限時間数なく部分休業を取得できるパターンを追加するものです。 

 なお、このパターンの部分休業と現行の部分休業のいずれかを取得するかは、職員による選択

制とするものです。 

 なお、令和７年１０月１日から施行することといたしております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第６、議案第４９号、日野町職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第４９号、日野町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、国の人事院規則の一部改正が令和７年１０月１日から施行されることに伴い、所要の

改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第４９号、日野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

改正について御説明いたします。２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。こ

れは、国の人事院規則の一部改正が令和７年１０月１日から施行されることに伴い、所要の改正
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を行うものです。 

 改正内容といたしましては、仕事と育児との両立支援制度の利用に関する意向確認等として、

妊娠・出産時や育児期の職員への両立支援制度の周知や制度利用への配慮・意向確認について追

加するものでございます。 

 なお、令和７年１０月１日から施行することといたしております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第７、議案第５０号、日野町消防団条例の一部改正について、

提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５０号、日野町消防団条例の一部改正に

ついて御説明申し上げます。 

 これは、日野町職員等の旅費に関する条例の一部改正をしたことに伴い、消防団条例について

も関連する条文について所要の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第５０号、日野町消防団条例の一部改正について御説明いたし

ます。２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。これは、日野町職員等の旅費

に関する条例を一部改正したことに伴い、日野町消防団条例についても旅費に関連する条文につ

いて所要の改正を行うものです。 

 改正内容といたしましては、職員の旅費については職務の級による区分を設けていないことか

ら、関連する部分について文言の整理を行うものでございます。 

 なお、令和７年１０月１日から施行することといたしております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第８、議案第５１号、日野町の行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５１号、日野町の行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の
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提供に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、自治体情報システムの標準化に伴い、住登外者の登録・管理を一元的に行う住登外宛

名番号管理機能が共通機能として設けられることとなっており、マイナンバーの独自利用を行う

事務等として条例に定めるため、所要の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第５１号、日野町の行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部改正について御説明いたします。２ページ、条例の改正が必要な理由と概要を御覧ください。

これは、自治体情報システムの標準化に伴い、住登外者（住民登録はないが、事務処理上記録が

必要な者）の登録・管理を一元的に行う住登外宛名番号管理機能が共通機能として設けられるこ

ととなっていますが、この機能を扱う事務について、マイナンバーの独自利用を行う事務等とし

て条例に定める必要があるとの見解が国から示され、本町でも整備中の統合宛名システムが当該

機能を有することから、独自利用を行う事務等として条例に定めるものでございます。 

 改正内容といたしましては、１点目は、独自利用の事務として、個人番号の利用範囲に住登外

宛名番号管理機能による住登外者への情報の管理に関する事務を別表第１に追加するものです。 

 ２点目は、特定個人情報の庁内連携を行う事務または同一地方公共団体内の他機関への情報提

供を行う事務として、住登外宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を別表

第２・別表第３に追加するものです。 

 なお、公布の日から施行することといたしております。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第９、議案第５２号、日野町世帯向住宅設置及び管理に関す

る条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５２号、日野町世帯向住宅設置及び管理

に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、日野町野田２４５番地３に世帯向け住宅を新たに４棟設置するため、所要の改正を行

うものでございます。 

 詳細につきましては建設水道課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願
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いいたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第５２号、日野町世帯向住宅設置及び管理に関する条例の

一部改正について御説明申し上げます。議案書２ページの条例の一部改正が必要な理由と内容を

御覧ください。 

 改正の理由は、日野町野田２４５番地３に完成する住宅４棟を世帯向け住宅として設置し、管

理を行うためです。 

 改正内容は、令和７年度建設、木造２階建て、延べ床面積１０２．６８平方メートル、２戸、

３ＬＤＫ、月額家賃７万５，０００円、１０１．８５平方メートル、２戸、３ＬＤＫ、月額家賃

７万５，０００円を別表に追加するものです。 

 なお、同住宅は、供用開始から１５年を経過する年度までは、月額家賃を５万５，０００円と

するものとし、公布の日から施行するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１０、議案第５３号、日野町営住宅等売却条例の一部改正

について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５３号、日野町営住宅等売却条例の一部

改正について御説明申し上げます。 

 これは、このたび野田２４５番地３に完成する世帯向け住宅については、定住促進の一環とし

て供用開始から１５年を経過した後に売却対象とするため、所要の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては建設水道課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第５３号、日野町営住宅等売却条例の一部改正について御

説明申し上げます。議案書の２ページの条例の一部改正が必要な理由と内容を御覧ください。 

 改正の理由は、このたび日野町野田２４５番地３に完成する世帯向け住宅について、定住促進

の一環として、供用開始から１５年を経過した後に売却対象とする住宅として追加及び売却価格

について定めるためです。 

 改正の内容は、売却する住宅として別表第３に定め、売却価格は同条例の規則で定めるもので

す。 
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 なお、売却できる時期は、供用開始後１５年を経過した後に売却することができるものとし、

公布の日から施行するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１１、議案第５４号、令和７年度日野町一般会計補正予算

（第３号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５４号、令和７年度日野町一般会計補正

予算（第３号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと存じます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ１億５，８４１万８，０００円を追加し、予算総額を４４

億７，０４４万５，０００円とするものでございます。 

 補正額等は２ページから３ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。 

 次に、４ページ、第２表、債務負担行為を御覧ください。町交流センター指定管理料につきま

して、期間を令和８年度から令和１０年度まで、限度額を４，４４０万円とするものでございま

す。 

 次に、５ページ、第３表、地方債補正を御覧いただきたいと思います。追加としましては、災

害復旧事業債の限度額を４４０万円、緊急防災・減災事業債の限度額をそれぞれ７５０万円とす

るものでございます。変更としましては、過疎対策事業債の限度額を９４０万円増額し、３億６，

０８０万円とし、緊急自然災害防止対策事業債の限度額を３，８５０万円増額し、１億９２０万

円とし、合計の限度額を５億２，４００万円とするものでございます。 

 このたびの補正予算では、歳出の主なものとして、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金を活用した事業としまして、日野病院物価高騰対策応援金に４２５万７，０００円、畜産及

び繁殖和牛経営緊急救済事業費補助金に８７万６，０００円、令和６年度定額減税に係る調整給

付金に３８６万円を計上しております。また、旧黒坂小学校の空き教室を活用した誰もが参加で

きる新しい働き方事業に１，４４０万３，０００円、町道維持のための修繕工事費用に４，４０

０万円、オシドリ観察小屋駐車場の舗装に係る費用として２４６万４，０００円、日野学園バス

待合用の屋根整備に関する費用として１３０万９，０００円、６月の豪雨で被災した農道の復旧

に係る費用として６８０万円などを計上しております。そのほかには、年次的に行っております

役場庁舎ＬＥＤ照明取替え工事に５０４万１，０００円、根雨社会体育館ＬＥＤ照明取替え工事

に１，４９６万円、ひのっこ保育所空調設備の更新費用に５４８万円などを計上してるところで

ございます。 
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 歳入の主なものとしましては、普通交付税額の確定により増額となった地方交付税２，１３３

万４，０００円、公共施設等長寿命化基金からの繰入金２，５４８万１，０００円、町債は、公

共施設整備債７５０万円、橋梁新設改良事業債９４０万円、緊急自然災害防止対策事業債３，８

５０万円、災害復旧事業債４４０万円、前年度歳計剰余金繰越金が１億８，３７６万７，０００

円などを計上しております。 

 詳細につきましては担当課長より説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願い

いたします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第５４号、令和７年度日野町一般会計補正予算（第３号）につ

いて御説明いたします。７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧をいただきたいと思い

ます。 

 ８ページ、歳入について御説明いたします。地方特例交付金は、定額減税減収補填及び住宅借

入金等特別税額控除減収補填に係る交付額が確定したことにより、６万２，０００円の増額です。

地方交付税は、令和７年度の普通交付税額が確定したことにより、２，１３３万４，０００円の

増額です。 

 使用料及び手数料、使用料、土木使用料は、新たに建設している世帯向け住宅４棟の住宅使用

料として８８万円の増額です。 

 国庫支出金、国庫補助金、総務費補助金は、日野病院物価高騰対策応援金、畜産経営緊急救済

事業費補助金、繁殖和牛経営緊急救済事業費補助金及び定額減税に係る調整給付に係る事業の財

源として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が７４０万４，０００円の増額です。民生

費補助金は４１４万２，０００円の増額で、障害者総合支援事業費補助金が２３万４，０００円、

地域診療情報連携推進費補助金が２３９万８，０００円、子ども・子育て支援事業費補助金が５

０万６，０００円、妊婦のための支援給付交付金が６３万円、生活保護システムのシステム改修

に係る費用の補助金として、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金が３７万４，０００円、そ

れぞれ増額です。土木費補助金は９３１万６，０００円の減額で、額の確定により社会資本整備

総合交付金が８，０００円、道路メンテナンス事業費補助金が９３０万８，０００円、それぞれ

減額です。 

 ９ページ、県支出金、県補助金、総務費補助金は７６５万１，０００円の増額で、三谷地内に

ある町道沿いの杉などの立木を冬季の倒木に備え事前伐採する費用の補助金として４５万円、誰

もが参加できる新しい働き方事業の財源として、鳥取県安心して住み続けられるふるさとづくり
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応援補助金を７２０万１，０００円計上しています。民生費補助金は５５万円の増額で、猫不妊

去勢手術助成事業費補助金が５万円、地域生活支援拠点の機能及び実効性向上支援モデル事業補

助金に５０万円を計上しています。農林水産業費補助金は１６７万１，０００円の増額で、６月

の豪雨で被災した農道災害復旧の財源として、しっかり守る農林基盤交付金が１９万３，０００

円の増額、７月から８月にかけての農業用水不足への緊急対策として、渇水対策等緊急事業補助

金に４５万６，０００円、水利施設管理強化事業（特別型）補助金に１０２万２，０００円を計

上しています。 

 財産収入、財産売払い収入、不動産売払い収入は、現在建築中である日翔会職員住宅の土地を

日翔会に売却することに伴い、土地売払い収入を６３８万２，０００円計上しています。 

 繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金は、今補正予算の財源調整として１億５，２９４万

５，０００円の減額です。観光振興基金繰入金は、都合山たたら跡バイオトイレ修繕のために６

５万５，０００円の増額です。公共施設等長寿命化基金繰入金は、庁舎照明ＬＥＤ化、ひのっこ

保育所空調設備改修、根雨社会体育館照明ＬＥＤ化の財源として２，５４８万１，０００円の増

額です。 

 １０ページ、諸収入、雑入、雑入は、町が実施する危険木等事前伐採事業の電力事業者等の負

担金として９０万円を計上しています。 

 町債、町債、総務債は、Ｊ－ＡＬＥＲＴ機器更新及び指定避難所である山村開発センタートイ

レ改修の財源として、公共施設整備債を７５０万円計上。土木債は町道矢倉線道路修繕工事の財

源として、緊急自然災害防止対策事業債を３，８５０万円、国の道路メンテナンス事業費補助金

の額の確定により、橋梁新設改良事業債を９４０万円増額です。災害復旧債は、６月の豪雨で被

災した農道復旧のため、災害復旧事業債を４４０万円計上しています。 

 繰越金は、前年度歳計剰余金繰越金を１億８，３７６万７，０００円計上しております。 

 次に、１１ページ、歳出について御説明いたします。総務費、総務管理費、一般管理費は５７

４万円の増額です。職員手当等は、職員の時間外勤務手当として２００万円の増額です。委託料

は、デジタル規制の点検、見直し支援業務の費用として３７４万円の増額です。財産管理費は８

７９万２，０００円の増額です。委託料は、山村開発センター便所等改修工事に係る設計委託料

として３７５万１，０００円の増額。工事請負費は、役場庁舎に係る１階、２階のＬＥＤ照明取

替え工事として５０４万１，０００円の増額です。 

 １２ページにかけて、企画費は１，５７７万７，０００円の増額です。報酬、職員手当等、共

済費及び旅費は、誰もが参加できる新しい働き方事業のディレクターとなる会計年度任用職員の
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人件費として９９万１，０００円、報償費はスタート時のセミナー開催の際の講師謝礼として２

７万４，０００円、需用費は、誰もが参加できる新しい働き方事業の消耗品費として１０万円、

旧黒坂小学校施設の電気料として６４万９，０００円、都合山たたら跡設置のバイオトイレの電

気系統、制御盤の修繕、金持テラスひの誘導灯ランプ取替え、誰もが参加できる新しい働き方事

業に係る施設修繕として８７万２，０００円、役務費は、誰もが参加できる新しい働き方事業に

係るインターネット利用料として３万２，０００円、委託料は、ディレクターとなる職員への研

修費用及び警備費用として１４９万円、工事請負費は、セキュリティー対策やスロープ設置に係

る費用として５８３万円、備品購入費は、誰もが参加できる新しい働き方事業に係るパソコンや

作業机などの購入費用として５４９万６，０００円、負担金補助及び交付金は、地上デジタル放

送に係る放送事業者への負担金として４万３，０００円を計上しています。情報処理費は、制度

改正に伴う人事給与システムの改修に係る委託料として１７万６，０００円の増額です。防災諸

費は５８６万円の増額です。需用費は、鳥取西部地震２５年特別事業に係る防災グッズの追加購

入費として２４万円の増額、委託料は、三谷地内の危険木伐採事業に１８０万円、ＪーＡＬＥＲ

Ｔ新型受信機更新費用に３８２万円を計上しています。 

 徴税費、賦課徴税費は３９４万円の増額です。定額減税について、令和６年度に所得税より減

税し切れなかった方、中途で転入されて対象になる方等に給付金を支給するための費用として、

役務費は通知に係る郵券代及び口座振替手数料として８万円の増額、負担金、補助及び交付金は、

調整給付金の不足分として３８６万円の増額です。 

 選挙費、町長選挙費は１１万１，０００円の増額です。報酬は、投票管理者や投票立会人など

の報酬を改定したことにより８万２，０００円の増額、負担金、補助及び交付金は、このたびの

定例会で選挙運動用ビラと選挙用ポスターの公費負担に係る条例の一部改正をすることから、２

万９，０００円の増額です。 

 次の民生費からは、健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 引き続き、１３ページから、民生費、社会福祉費、社会福祉総

務費は８９０万７，０００円の増額です。委託料は、自立支援医療に係る資格確認連携機能の導

入などのシステム改修として、電算処理委託料が５２６万５，０００円、地域生活支援拠点の機

能及び実効性向上支援モデル事業実施に係る事業委託料として５０万１，０００円、負担金、補

助及び交付金は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術件数の増加を見込み、補助金を１０万円増

額。償還金、利子及び割引料は、障がい者総合支援事業等の前年度精算に伴う国及び県への返還
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金で、３０４万１，０００円を計上しています。老人福祉費は、償還金、利子及び割引料が、低

所得者保険料軽減負担事業の前年度精算に伴う国及び県への返還金で２４万６，０００円を計上

しています。社会福祉施設費は、老人憩いの家トイレの手すり設置に係る修繕費として、需用費

が７万６，０００円の増額です。 

 児童福祉費、児童福祉総務費は７７４万５，０００円の増額です。委託料は、妊婦のための支

援給付に係るシステム改修費として９４万６，０００円の増額、工事請負費は、ひのっこ保育所

のエアコンの改修費用として５４８万円の増額、償還金、利子及び割引料は、子ども・子育て支

援交付金の前年度精算に伴う国及び県への返還金として１３１万９，０００円を計上しています。

児童措置費は５４万３，０００円の増額です。委託料は、児童手当制度改正に伴うシステム改修

費として５０万６，０００円の増額、償還金、利子及び割引料は、児童手当交付金の前年度精算

に伴う国及び県への返還金で３万７，０００円を計上しています。１４ページにかけて、母子福

祉費は、償還金、利子及び割引料が、児童入所施設措置費負担金等の前年度精算に伴う国及び県

への返還金で、５９万３，０００円を計上しています。 

 生活保護費、生活保護総務費は８１９万６，０００円の増額です。委託料は、生活保護制度の

改正に伴うシステム改修に係る電算処理委託料として７４万８，０００円の増額、償還金、利子

及び割引料は、生活保護事業費の前年度精算に伴う国への返還金として７４４万８，０００円を

計上しています。 

 衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は、日野病院物価高騰対策応援金として負担金、補助及

び交付金が４２５万７，０００円の増額です。予防費は、償還金、利子及び割引料が、未熟児養

育医療費及び感染症予防事業費負担金の前年度精算に伴う国への返還金で、１２万４，０００円

を計上しています。保健事業費は、償還金、利子及び割引料が健康増進事業費補助金の前年度精

算に伴う県への返還金として１０万５，０００円を計上しています。 

 次の農林水産業費からは、産業振興課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 杉原産業振興課長。 

○産業振興課長（杉原 昭二君） 引き続き、１４ページ下段から、農林水産業費、農業費、農業

総務費は１４６万３，０００円の増額です。農地情報管理システムである水土里システムの運用

管理が終了することに伴い、代替システムへ移行するもので、委託料は、データ移行、農地地番

図更新及び農地情報図作成として９７万３，０００円の増額、使用料及び賃借料は、代替システ

ムの年間使用料として１９万８，０００円の増額、備品購入費は、代替システムに使用するパソ

コン１台の購入費として２９万２，０００円を計上しています。 
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 １５ページ、畜産業費は、畜産経営緊急救済事業費補助金及び繁殖和牛経営緊急救済事業費補

助金として、負担金、補助及び交付金が８７万６，０００円の増額です。農地費は、６月の豪雨

で被災した横路地区ほ場整備内農道の仮要求として、しっかり守る農林基盤交付金、７月から８

月にかけて、諏訪、漆原地区の農業用水の不足への応急対応として、渇水対策等緊急事業補助金

及び水利施設管理強化事業特別型補助金を充当するための財源振替です。山村振興費は、日野町

交流センターリバーサイドひのの消火器取替え及び浄化槽放流ポンプのレベルスイッチ及び電磁

弁の経年劣化による修繕料として、需用費が２７万２，０００円の増額です。 

 商工費、商工費、観光費は２７９万９，０００円の増額です。報償費は、オシドリ観察小屋フ

ォトコンテスト審査員に係る報償金として９，０００円、入賞者への記念品費として４万５，０

００円、需用費は、フォトコンテスト用写真印刷費として２万２，０００円、役務費は、入賞者

記念品等発送に係る費用として２万２，０００円、使用料及び賃借料は、明地峠及びオシドリ観

察小屋に設置するライブカメラレンタル料として２３万７，０００円、工事請負費は、オシドリ

観察小屋駐車場アスファルト舗装工事費として２４６万４，０００円を計上しています。 

 次の土木費からは、建設水道課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 引き続き、１５ページ下段から、土木費、土木管理費、土木総

務費は、新しく設置する世帯向け住宅の使用料収入に伴う財源振替です。 

 １６ページ、道路橋梁費、道路維持費は５，７４４万１，０００円の増額です。報償費は、降

雪による倒木処理等に係る作業費用として１０万円の増額、需用費は、除雪車両のチェーン購入

費及び修繕費用として１７５万３，０００円の増額、役務費は、職員の小型車両、建設機械講習

費用、リース除雪車の保険料及び倒木処理に係る傷害保険加入金として１０万２，０００円の増

額、委託料は、降雪状況監視用カメラ９台を設置する費用及び除雪業者からの除雪機借り上げ料

の見直しに伴い６５５万８，０００円の増額、使用料及び賃借料は、除雪ドーザー８トンと３ト

ン及び降雪状況監視用カメラのリース料など３３８万８，０００円の増額、工事請負費は、下黒

坂地区内の町道矢倉線道路修繕工事及び秋縄地区内の町道横路線道路修繕工事等で４，５５４万

円を計上しています。橋梁維持費は、国庫補助金の交付額確定に伴う財源振替です。 

 住宅費、住宅管理費は６２万８，０００円の増額です。需用費は、町営住宅の一般修繕費とし

て５０万円の増額、新しく設置する世帯向け住宅に係る費用として、役務費は建物損害共済保険

料２万円、委託料は２４時間対応窓口など、維持管理委託費として１０万８，０００円を計上し

ています。 
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 １７ページにかけて、消防費、消防費、非常備消防費は、今年度更新する消防ポンプ車の保険

料として役務費が２万４，０００円の増額です。 

 次の教育費からは、教育課長が説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 三好教育課長。 

○教育課長（三好 達也君） １７ページ上段から、教育費、義務教育学校費、学校管理費は、工

事請負費が日野学園のバス待合場所の屋根設置費用として１３０万９，０００円を計上していま

す。教育振興費は、日野学園卒業アルバム代値上げに伴い、報償費が５万円の増額です。 

 社会教育費、公民館費は、町公民館の避難誘導灯ランプ、換気ダクトの修繕などとして、需用

費が２５万６，０００円の増額です。文化センター費は、経年劣化したピンスポットライトのス

ターター交換費用として、需用費が３５万２，０００円の増額です。 

 保健体育費、体育総務費は、根雨社会体育館の照明ＬＥＤ化工事と工事費用として１，４９６

万円を計上しています。 

 １８ページにかけて、災害復旧費、農林水産業施設災害復旧費、農業用施設災害復旧費は、６

月の豪雨により被災した横路、三栗地区のほ場整備内農道の災害復旧に係る工事費として６８０

万円を計上しています。 

 以上が令和７年度一般会計補正予算（第３号）の提案説明でございます。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１２、議案第５５号、令和７年度日野町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５５号、令和７年度日野町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思いま

す。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ１００万３，０００円を追加し、予算総額を４億９４３万

２，０００円とするものでございます。補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御

覧いただきたいと思います。 

 詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第５５号、令和７年度日野町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）について説明いたします。議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書は御
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覧いただきたいと思います。 

 ４ページ、歳入です。国庫支出金、国庫補助金、子ども・子育て支援事業費補助金は、子ども・

子育て支援金制度創設に伴うシステム改修費に係るものとして９９万円を計上、繰入金、基金繰

入金は、前年度歳計剰余金繰越金の計上に伴い、財政調整基金繰入金を９４３万６，０００円減

額、繰越金は、前年度歳計剰余金繰越金として９４４万９，０００円を計上するものです。 

 ５ページ、歳出です。総務費、総務管理費、一般管理費は、子ども・子育て支援金制度創設に

伴うシステム改修費として、電算処理委託料を９９万円増額、諸支出金、償還金及び還付加算金、

償還金は、前年度実施した事業に係る国庫返還金として１万３，０００円を計上するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１３、議案第５６号、令和７年度日野町介護保険特別会計

補正予算（第１号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５６号、令和７年度日野町介護保険特別

会計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと存じます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ２，８６０万円を追加し、予算総額を６億１，４７６万７，

０００円とするものでございます。補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧い

ただきたいと思います。 

 詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第５６号、令和７年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

１号）について御説明いたします。議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書は御覧い

ただきたいと思います。 

 ４ページ、歳入です。支払基金交付金、地域支援事業支援交付金は、令和６年度実績に係る追

加交付として５万６，０００円の計上、繰入金、基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金は、前

年度歳計剰余金繰越金の計上に伴い、介護給付費準備基金繰入金を１，２７１万４，０００円減

額、繰越金は、前年度歳計剰余金繰越金として４，１２５万８，０００円を計上するものです。 

 続きまして、５ページ、歳出です。保険給付費、施設介護サービス給付費は、介護給付費準備

基金繰入金の減額に伴う財源振替です。地域支援事業費、包括支援事業・任意事業費、包括的・

継続的ケアマネジメント支援事業費は、救急医療情報キットを購入する費用として消耗品費を７
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万７，０００円の増額、実績見込みにより借り上げ料７万７，０００円の減額です。認知症総合

支援事業費は、認知症初期集中支援チーム員研修の費用として会計年度任用職員の費用弁償を１

万円増額、実績見込みにより委託料を１万円の減額です。 

 諸支出金、償還金は７３９万８，０００円の増額で、前年度事業の精算に伴う国、県、支払基

金への返還金の計上です。 

 ６ページにかけて、基金積立金は、介護給付費準備基金積立金として２，１２０万２，０００

円を計上するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１４、議案第５７号、令和７年度日野町後期高齢者医療保

険特別会計補正予算（第１号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５７号、令和７年度日野町後期高齢者医

療保険特別会計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと

思います。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ２６３万３，０００円を追加し、予算総額を７，６６３万

６，０００円とするものでございます。補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御

覧いただきたいと思います。 

 詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（中原 信男君） 住田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（住田 秀樹君） 議案第５７号、令和７年度日野町後期高齢者医療保険特別会計

補正予算（第１号）について御説明いたします。議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明

細書は御覧いただきたいと思います。 

 ４ページ、歳入です。繰越金は、前年度歳計剰余金繰越金として２１万３，０００円を計上、

国庫支出金、国庫補助金、子ども・子育て支援事業費補助金は、子ども・子育て支援制度創設に

伴うシステム改修費に係るものとして２４２万円計上しております。 

 続いて、歳出です。総務費、総務管理費、一般管理費は、子ども・子育て支援金制度創設に伴

うシステム改修費として、電算処理委託料を２４２万円増額、後期高齢者医療広域連合納付金は

２１万３，０００円の増額です。 

 説明は以上です。 
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○議長（中原 信男君） 次に、日程第１５、議案第５８号、令和７年度日野町簡易水道事業会計

補正予算（第１号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５８号、令和７年度日野町簡易水道事業

会計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 この補正予算は、収益的収入につきまして２３万円を追加し、計を４，８０３万８，０００円

とし、資本的収入につきましては４８０万円を追加し、その計を８，１９４万８，０００円、２

ページ、資本的支出につきましては６００万円を追加し、その計を８，６０６万６，０００円と

するものでございます。 

 なお、資本的収支の不足額につきましては、１ページ、第３条のとおりに改めるものでござい

ます。 

 詳細につきましては建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第５８号、令和７年度日野町簡易水道事業会計補正予算（第

１号）について御説明いたします。議案書３ページの補正予算実施計画については御覧ください。 

 続きまして、４ページの予定キャッシュフロー計算書を御覧ください。この表は、会計の現金

の流れを表した年度末時点の予定額です。このたびの補正予算により、資金期末残高は、５ペー

ジ下段のとおり、４，４１６万８，４９４円になる予定です。 

 ６ページから７ページの予定貸借対照表を御覧ください。この表は、会計の財産、負債、純資

産の年度末時点の予定額です。各項目とも、当初予算書の数値から決算による数値の確定及びこ

のたびの補正予算に伴い変更となっていますので御覧ください。 

 続きまして、８ページの補正予算明細書について御説明させていただきます。 

 収益的収入は２３万円の増額で、営業費用として給水指定工事事業者の新規登録１社分、水道

加入負担金２件分の増額補正をするものです。資本的収入は、補償金を４８０万円増額、県が実

施する国道１８１号及び日野高校入り口付近の改良工事に伴う水道管移設補償金を計上、資本的

支出は、建設改良費として水道管移転工事費用６００万円の予算を計上するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１６、議案第５９号、令和７年度日野町下水道事業会計補

正予算（第１号）について、提出者の説明を求めます。 
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 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第５９号、令和７年度日野町下水道事業会

計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 この補正予算は、公共下水道事業資本的収入につきまして７５８万円を減額し、計を６，０４

４万１，０００円とし、公共下水道事業資本的支出につきましては４６０万円を減額し、計を６，

３６９万５，０００円とするものでございます。 

 なお、資本的収支の不足額につきましては、１ページ、第２条のとおりに改めるものでござい

ます。企業債につきましては、１ページから２ページにかけて、第３条のとおり、公共下水道整

備事業債及び過疎対策事業債をそれぞれ３８０万円減額するものでございます。 

 詳細につきましては建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） 議案第５９号、令和７年度日野町下水道事業会計補正予算（第

１号）について御説明いたします。議案書３ページの補正予算実施計画については御覧ください。 

 続きまして、４ページの予定キャッシュフロー計算書を御覧ください。この表は、会計の現金

の流れを表した年度末時点の予定額です。このたびの補正予算により、資金期末残高は５ページ

下段のとおり２，５５６万８，７１２円になる予定です。 

 ６ページから７ページの予定貸借対照表を御覧ください。この表は、会計の財産、負債、純資

産の年度末時点の予定額です。各項目とも、当初予算書の数値から決算による数値の確定及びこ

のたびの補正予算に伴い変更となってますので御覧ください。 

 続きまして、８ページを御覧ください。下水道事業会計は、公共下水道事業と農業集落排水事

業の２つの事業で構成しており、それぞれの財務状況はこの表のとおりでございますので御覧く

ださい。 

 最後に、９ページの補正予算明細書について御説明させていただきます。公共下水道事業資本

的収入は７５８万円を減額、企業債、補助金は、国庫補助の交付額が減額となったことに伴いま

して、関連する予算を減額するものです。補償金は、県が実施する国道１８１号及び日野高校入

り口改良工事に伴う下水道管などの移転補償金６７２万円を計上しています。公共下水道事業資

本的支出は、建設改良費を４６０万円減額、国庫補助金の交付額減額に伴い、安原地区マンホー

ルポンプ取替え工事を中止し１，３００万円を減額。下水道管等移転工事費用８４０万円を増額

する予算を計上するものでございます。 
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 説明は以上です。 

○議長（中原 信男君） ここでお諮りいたします。議案第４７号から議案第５９号までの提案説

明が終わりましたが、質疑、討論、採決は後日に行うこととし、留保いたしたいと思います。こ

れに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、議案第４７号から議案第５９号までの質

疑、討論、採決は留保することに決定をいたしました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第１７ 議案第６０号 から 日程第２２ 議案第６５号 

○議長（中原 信男君） 次に、日程第１７、議案第６０号、令和６年度日野町一般会計歳入歳出

決算認定についてから、日程第２２、議案第６５号、令和６年度日野町下水道事業会計決算認定

についてまでを一括議題といたしたいと思います。一括議題とすることに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議がないようですので、一括議題とし、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６０号、令和６年度日野町一般会計歳入

歳出決算認定につきまして御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思います。 

 令和６年度日野町一般会計の歳入歳出決算について、別冊のとおり監査委員の審査を受けまし

たので、その意見をつけて本議会の認定に付するものでございます。以下同様に、議案第６１号、

令和６年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第６２号、令和６年度

日野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第６３号、令和６年度日野町後期高齢

者医療保険特別会計歳入歳出決算認定については、地方自治法第２３３条第３項の規定により本

議会の認定に付するものでございます。議案第６４号、令和６年度日野町簡易水道事業会計歳入

歳出決算認定について、議案第６５号、令和６年度日野町下水道事業会計歳入歳出決算認定につ

きましては、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、本議会の認定に付するものでござい

ます。 

 決算の概要等につきましては会計管理者及び建設水道課長に説明させますので、御認定いただ

きますようよろしくお願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 荒木会計管理者。 

○住民課長兼会計管理者（荒木 憲男君） それでは、議案第６０号から議案第６３号までの４会
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計、令和６年度決算の状況について説明いたします。決算書を御覧ください。 

 ４会計の決算概要を１枚の表、令和６年度日野町歳入歳出決算状況にまとめておりますので、

それにより説明させていただきます。表を御覧ください。 

 最初に、一般会計です。 

 歳入について説明します。収入済額は４１億４，３１７万９，２７７円で、調定額と比較した

収納率は９８．３６％、対前年０．１２ポイントの増となりました。収入額のうち約８０％は地

方交付税をはじめとする依存財源が占め、町税などの自主財源は全体の約２０％となっておりま

す。収入未済額は６，８２４万５，６２０円で、前年度より４３７万２，４８０円の減額です。

お手元の資料にはありませんが、主な未済額の内訳としましては、町税では、町民税が６２万２，

３８０円で、前年度より２０万５，９８８円の減額です。固定資産税の収入未済額は１，１３０

万４，４４０円で、前年度より９８万３００円の減額となります。また、使用料は、土木使用料、

住宅使用料未納額が２８５万２，３１３円で、前年度より７，５１０円の増額です。諸収入の貸

付金元利収入は５，２６６万５，４９４円で、前年度より３１３万３，７０２円の減額です。そ

のほか、生活保護費返還金８０万９９３円で、前年度より６万円の減額です。 

 続いて、歳出について説明いたします。支出済額は３９億２，６２２万１，０２７円、翌年度

繰越額は８，２３３万９，０００円で、予算に対する執行率は９４．１３％です。主な支出とし

ましては、生活交通確保対策事業、集落支援事業、買物安心確保事業、価格高騰緊急支援給付金

事業、ねんりんピック鳥取大会事業、地籍調査事業、世帯向け住宅建設事業、日野学園グラウン

ド改修事業、日野病院組合負担金、西部広域・三町衛生施設組合負担金、起債約定償還などが上

げられます。翌年度に繰り越す事業は、くらし応援商品券事業、耐震性貯水槽整備事業などが上

げられます。 

 歳入総額４１億４，３１７万９，２７７円から歳出総額３９億２，６２２万１，０２７円を引

いた差引き額は２億１，６９５万８，２５０円です。翌年度へ繰り越すべき財源が３，３１９万

１，０００円ですので、実質収支額は１億８，３７６万７，２５０円となっております。 

 続いて、国民健康保険特別会計について説明します。歳入ですが、調定額が３億４，４６９万

３，８５４円、収入済額は３億２，９９４万８５０円で、収納率は９５．７２％、対前年比０．

７８ポイントの増です。収入未済額は１，４６０万４，２５６円で、昨年より３７８万９，１３

８円の減額となっております。歳出は、予算現額３億９，５４７万３，０００円に対し、給付費

など支出済額合計３億２，０４９万９８９円で、予算に対する執行率は８１．０４％です。歳入

差引き残額は９４４万９，８６１円で、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支
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も同額となります。 

 次に、介護保険特別会計について説明いたします。歳入です。調定額５億９，２９０万６，４

８９円に対し、収入済額も同額で収納率は１００％、保険料等の収入未済額はありません。歳出

です。予算現額６億２，４７６万６，０００円に対し、給付費など支出済額５億５，４６４万８，

０７５円で、予算執行率は８８．３０％です。歳入歳出差引き残額は４，１２５万８，４１４円

で、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額も同額となります。 

 最後に、後期高齢者医療保険特別会計について説明いたします。歳入ですが、調定額７，０７

２万３，９４７円に対し、収入済額も同額で、収納率は１００％、保険料等の収入未済額はあり

ません。歳出は、予算現額７，３２２万８，０００円に対し、広域連合納付金など支出済額７，

０５１万１，６４７円で、予算執行率は９６．２９％です。歳入歳出差引き残額は２１万２，３

００円で、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支も同額となります。 

 議案第６０号から議案第６３号までの概要説明は以上です。 

 公営企業会計については、建設水道課長より説明いたします。 

○議長（中原 信男君） 音田建設水道課長。 

○建設水道課長（音田雄一郎君） それでは、議案第６４号、簡易水道事業会計及び議案第６５号、

下水道事業会計の令和６年度決算状況について説明いたします。簡易水道事業と下水道事業につ

きましては、令和６年度から地方公営企業会計に移行いたしました。２つの事業会計の決算をま

とめた令和６年度日野町公営企業会計決算状況の資料により説明させていただきます。表を御覧

ください。 

 最初に、簡易水道事業会計です。収益的収支のうち収入は、主な収入である水道料や一般会計

繰入金など、決算額は９，３５５万９，１６８円、支出の決算額は、維持管理費や人件費、企業

債償還金利子など９，４８０万４，３１５円で、予算に対する執行率は９６．７２％です。資本

的収支のうち収入は、一般会計繰入金など、決算額は５，５０８万２，０００円、支出は、施設

工事費や企業債償還金元金など、決算額は６，８０１万６，０９４円で、予算に対する執行率は

９８．９４％です。 

 続いて、下水道事業会計です。収益的収支のうち収入は、主な収入である使用料や一般会計繰

入金、国庫補助金など、決算額は２億１，０３２万８，９２６円、支出の決算額は、維持管理費

や人件費、企業債償還金利子など２億１１８万４，２５１円で、予算に対する執行率は９６．４

７％です。資本的収支のうち収入は、一般会計繰入金など、決算額は７，３２３万７，０００円、

支出は、企業債償還金元金や機器取替えの固定資産購入費など、決算額は７，４１３万４２５円
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で、予算に対する執行率は９３．８３％です。経営指標につきましては、経常収支比率は簡易水

道事業が１０２．９４％、下水道事業が１０７．９５％です。財務諸表のうち損益計算書は、簡

易水道事業会計が当年度の純利益が１３万３，６８４円のマイナス、下水道事業会計が１，２７

５万６４７円のプラス、キャッシュフローの期末残高は、簡易水道事業会計が６６６万４，３７

６円、下水道事業会計が３，９８０万１，９１５円となっています。 

 なお、簡易水道事業会計と下水道事業会計は、令和６年度が初回の決算でございますので、来

年度以降から前年度比較を行うことができます。決算書の総括事項等につきましては、決算書の

事業報告書に記載していますので、そちらを御覧いただきたいと存じます。 

 以上で、議案第６４号と議案第６５号の概要説明は終わりです。 

○議長（中原 信男君） 次に、監査委員より、令和６年度決算審査意見及び令和６年度決算に係

る財政健全化判断比率等、審査意見の報告を求めます。 

 谷口勇代表監査委員。 

○代表監査委員（谷口  勇君） 議長のお許しをいただきましたので、令和６年度日野町歳入歳

出決算につきまして、地方自治法第２３３条第２項、第２４１条第５項及び地方公営企業法第３

０条第２項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、提出

された書類につきまして審査いたしましたので、その所見を述べさせていただきます。 

 なお、決算の数値につきましては、先ほど会計管理者より報告がありましたので、重複すると

ころは割愛して述べさせていただきます。御了承ください。 

 まず、審査の対象ですが、令和６年度の日野町一般会計歳入歳出決算、国民健康保険、介護保

険、後期高齢者医療保険の特別会計３会計歳入歳出決算及び簡易水道事業、下水道事業の２事業

会計決算と、令和６年度日野町財政健全化判断比率であります。 

 審査は、令和７年７月２４日から８月２５日までのうち８日間実施いたしました。 

 審査の方法としましては、各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に

関する調書及び財産に関する調書が関係法令に準拠して作成され、予算が適正かつ効率的に執行

されているか、決算の計数は正確であるか、財産管理は適正に行われているか、基金が適正に管

理されているか、実施された事業の成果が上がっているかなどについて審査いたしました。 

 また、公営企業会計についても、決算書、決算附属書類が関係法令に準拠して作成されている

か、財産管理の状況、実施された事業の成果、経営成績及び財産状況が適正に表示されているか

など審査いたしました。 

 さらに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、提出された
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書類が適正な数値で計上され、調製されているかの審査も行いました。 

 審査の結果といたしまして、４会計の決算計数は正確であり、予算執行も適正に行われている

ものと認めました。２事業会計についても、それぞれ経営成績、財務状況とも適正に表示されて

いるものと認められます。 

 また、財産に関する調書については、土地、建物、山林、有価証券及び出資による権利など、

調書の計数は正確であり、基金においても基金条例に基づき、その目的に従って運用、管理され

ていると認められました。 

 さらに、地方公共団体の財政健全化判断比率については、いずれの指標も国の早期健全化基準

をクリアしており、財政の安定化が進んでおります。しかしながら、近年、過疎対策事業債の起

債発行額が増加傾向にあり、適正な範囲内ながら、今後、実質公債費比率が上がることが見込ま

れるため、基金の活用も念頭に置いて事業を行っていただきたいと考えます。 

 次に、会計ごとの総括意見を述べます。一般会計の実質収支は１億８，３７６万７，２６０円

の黒字であり、おおむね良好です。しかしながら、不用額は令和６年度も２億４，５０２万９７

３円と、依然として増加傾向ですので、当初予算を編成する際には、十分に精査していただきた

いと思います。 

 歳入は、収入済額４１億４，３１７万９，２７７円、不納欠損額７２万９，５００円、収入未

済額６，８２４万５，６２０円であり、収納率は９８．３６％となっています。 

 収入未済額の内訳としては、個人町民税、固定資産税、住宅・改良住宅使用料、災害援護資金

貸付金、住宅新築資金等貸付金などが滞納分として計上されています。 

 災害援護資金貸付金、住宅新築資金等貸付金の収入未済額は、合わせて５，２６６万５，４９

４円となっており、徴収努力により減少はしているものの、収入未済額全体の７７．２％を占め

ています。引き続き回収に努めていただきたいと思います。 

 個人町民税、住宅使用料などで新たな未収金が発生していますが、おおむね前年度より滞納者

数、滞納額とも減少しており、納税交渉など徴収努力が認められます。引き続き、未納者が増え

る前の早めの取組や、各課連携を取るなど、新規滞納者の発生の抑制に努めていただきたいと思

います。 

 また、地方交付税は歳入全体の５８．２％を占めており、増加傾向にあるものの、今後、人口

減などにより交付額が減少することも見込まれることから、事業を進める上では、財源の確保を

十分に注意を払っていただきたいと思います。 

 歳出は、支出済額３９億２，６２２万１，０２７円で、繰越額を除いた執行率は９４．１３％
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となっています。 

 繰越事業につきましては、今回は減少していますが、近年は増える傾向にあり、引き続き、事

業の早期発注、早期完成に努められたいと考えます。 

 基金については、財政調整基金、減債基金、公共施設等長寿命化基金など、総額で３７億６，

４６４万３，０００円となっています。増加傾向であり、活用の検討もしていただきたいと思い

ます。 

 次に、特別会計です。国民健康保険特別会計の決算では、実質収支は９４４万９，８６１円の

黒字であり、おおむね良好であります。歳入の収入済額は３億２，９９４万８５０円、不納欠損

額１４万８，７４８円、収入未済額は１，４６０万４，２５６円、収納率は９５．７２％となっ

ています。 

 国民健康保険税については、新規滞納者もあるものの、地道な納税交渉により収入未済額及び

滞納者数は減少し、徴収の努力がうかがえます。引き続き回収に向けた努力をお願いするととも

に、新規滞納者の抑制に努めていただきたいと思います。歳出は、支出済額３億２，０４９万９

８９円で、執行率は８１．０４％となっています。今後も疾病予防を重視し、住民の健康管理に

対する意識の高揚と検診受診の普及・啓発に努めていただきたいと考えます。 

 次に、介護保険特別会計ですが、実質収支は４，１２８万８，４１４円の黒字であり、おおむ

ね良好であります。歳入は、収入済額５億９，２９０万６，４８９円、収入未済額はなく、収納

率は１００％で評価できます。歳出は、支出済額５億５，１６４万８，０７５円で、執行率は８

８．３０％となっております。今後も介護予防施策を推進し、給付金の抑制を図っていただきた

いと思います。 

 なお、基金残高も１億３８８万６，０００円となっており、将来の負担を見据えながら、計画

的に活用していただきたいと考えます。 

 次に、後期高齢者医療保険特別会計ですが、実質収支は２１万２，３００円の黒字となってお

り、おおむね良好であります。歳入は、収入済額７，０７２万３，９４７円、収入未済額はなく、

収納率は１００％と評価できます。歳出は、支出済額７，０５１万１，６４７円で、執行率は９

６．２９％となっております。今後も健康増進と医療費抑制に取り組んでいただきたいと考えま

す。 

 次に、簡易水道事業会計です。財政状況にあっては、収益的収支において１３万３，６８４円

の純損失が生じています。また、資本的収支は１，２９４万４，０９４円の不足が生じています

が、これは引継ぎ金等で補填されています。公営企業会計への移行初年度でもあり、いずれもお
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おむね良好であると認められます。経営成績については、経常収支比率が１０２．９４％となっ

ており、健全な経営の水準とされる１００％を上回っている一方で、料金水準の妥当性を示す料

金回収率が９９．８９％と、事業に必要な費用を料金で補えていないことがうかがえます。一般

会計から基準内で繰入れをしつつ、基準外の繰入れに依存しない料金水準について、今後検討し

ていただきたいと思います。また、施設の老朽化が進み、更新も想定されることから、引き続き、

料金、繰入金と事業費等のバランスを注視し、適正な経営に努めていただきたいと思います。 

 次に、下水道事業会計です。財政状況については、収益的収支で１，２０７万５，６４７円の

純利益が得られています。また、資本的収支は８９万３，４２５円の不足が生じていますが、引

継ぎ金等で補填されています。経営成績については、経常収支比率が１０７．９５％、総収支比

率についても１０４．４４％と、ともに健全な経営の水準とされる１００％を上回っており、お

おむね良好であると認められます。今後も、使用料、繰入金と事業費等のバランスを考慮した経

営と使用料体系について、慎重に検討していただきたいと思います。 

 以上、決算審査の所見といたします。 

○議長（中原 信男君） お諮りいたします。午前の会議はここで休憩とし、午後に持ち越したい

と思いますが、よろしいでしょうか。続けてやっていいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 続けてやっていい、休憩でしょう。 

 そうしますと、ここで休憩をし、午後１時１５分再開とすることといたします。午前はこれで

終了します。 

午後０時０４分休憩 

─────────────────────────────── 

午後１時１５分再開 

○議長（中原 信男君） それでは、再開をいたします。 

 午前に引き続き、日程第１７、議案第６０号、令和６年度日野町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてから、日程第２２、議案第６５号、令和６年度日野町下水道事業会計決算認定について、

一括議題といたします。 

 午前中に説明と報告が終わりましたので、お諮りをいたします。議案第６０号から議案第６５

号までの決算認定については、委員８名で構成する決算審査特別委員会を設置し、委員会に付託

いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、議案第６０号から議案第６５号までの決
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算認定については、委員８名で構成する決算審査特別委員会を設置し、付託することに決定をい

たしました。 

 委員の指名についてお諮りいたします。委員は、議長において、次の議員を指名いたしたいと

思います。１番、小林良泰議員、２番、小河久人議員、３番、坪倉敏議員、５番、梅林智子議員、

６番、金川守仁議員、７番、松本利秋議員、８番、安達幸博議員、９番、竹永明文議員、以上８

名を指名いたします。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました８名を決算

審査特別委員会委員に決定をいたしました。 

 ここで休憩をいたします。 

 休憩中に決算審査特別委員会を開催し、委員長、副委員長を決定し、議長に報告をお願いいた

します。決定次第、再開いたします。委員の方は議員控室に参集ください。執行部はこのままお

待ちください。 

 休憩します。 

午後１時１８分休憩 

─────────────────────────────── 

午後１時２４分再開 

○議長（中原 信男君） それでは、再開をいたします。 

 休憩中に委員長、副委員長が決まりましたので報告をいたします。 

 委員長に松本利秋議員、副委員長に坪倉敏議員が互選され、就任をされました。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（中原 信男君） お諮りいたします。本日の会議は、これで延会といたしたいと思います。

これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定をい

たしました。 

 本日はこれで延会いたします。 

 会議の再開は、９月１１日午前１０時といたします。御協力ありがとうございました。終わり

ます。 

午後１時２５分延会 
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─────────────────────────────── 

 


